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資料 1

年金記録問題に関する諸事項の状況

○ 名寄せ特別便に係るサンプル調査結果について

○ 厚生年金等の旧台帳に係るサンプル調査結果について

○ 被保険者記録と厚生年金基金記録の突合せの実施状況

○ 標準報酬等の遡及訂正事案に係る記録回復の状況

〇 年金受給にできる限り結びつけていくための取組み
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名寄せ特別便に係るサンプル調査結果について

1 サ ンプル調査の概要

(1)目 的

名寄せ特別便の 1次名寄せ対象者 (記録の期間が重複 している者を除く)の うち、「訂正なし」又は「未回答」の方 (約 88

万人)を対象に実施 したフォローアップ照会 (注)に ついては、約 8割の方が、名寄せされた未統合記録がご本人のものである

と確認できたところ。

本サンプル調査は、フォローアップ照会の対象とならなかつた方のうち、「言丁正なし」又は「未回答」の方 (約 210万人)に
ついて実態を把握 し、今後の対応の在 り方について検討することを目的として実施。

(注)1次名寄せ対象者 (氏名、生年月日及び性別がほぼ完全に一致)の うち、未統合記録と基礎年金番号で管理されている記録との間

に重複がない者について、年金事務所等において市区町村の協力も得ながら、個別にご本人に接触し、記録確認を行つたところ。

(2)対象者

名寄せ特別便を送付 した方のうち、以下の方から3千件を抽出。

① l次名寄せ対象者で記録に重複がある者

② 2次名寄せ対象者 (フ ルヤ→フルタニ、ソ→ンなどの漢字やカナの読み間違えなどを一致とみなす又は生年月日の± 1

日や元号を除外して年月日で一致とするなど条件を緩和して未統合記録と一致した者)

(3)実施方法

サンプル調査対象者のうち、減額となるケースを除き、個別に電話、訪問又は文書にて未統合記録の一部の情報 (加入制度、

加入期間など)を伝え、ご本人の記録であるか否かを確認。



2 調査結果

サンプル調査対象者3, 000人のうち、ご本人に接触できた2, 262人の調査結果は以下のとおり。

調査対象者 接触できた人数
確 認 結 果

本人の記録と確認 本人の記録ではない

受給者 1, 165人 28′尺 (2.4%) 1, 137人 (97.6%)

加入者 1, 097人 52人  (4.7%) 1, 045人 (95.3%)

合 計 2, 262人 80人 (3.5%) 2, 182人 (96.5%)

《分析》

① 全体としては、ご本人の記録と確認できたのは3.5%(サ ンプル調査者3,000人に対しては2.7%)。

② これまで実施してきたフォローアップ照会は約8割の方がご本人の記録と確認できているのに対し、今回のサンプル調査

結果では、大部分の方がご本人の記録ではないという結果となつている。仮にフォローアップ調査を実施すると、多くの場

合 (96.5%の方へ)、 自身の記録ではない情報を提供することになると予想される。

(参考 1)ねんきん特別便送付に伴い記録訂正された人の割合

○ 全回答者に対する割合 :11%

○ 全送付者に対する割合 : 8%

(参考 2)

○ 約 210万人のうち、2.7%(約 5.7万人)の方の年金が増加するとした場合の年金増加額 (年額) 約 21億円

○ 約 210万人に対し個別に電話、訪間又は文書による照会を行うとした場合の経費の見込み

・ 概算費用 約 107億円

・ 1年間、毎日約 1, 900人、年金事務所 1箇所当たり6人が専属で従事

2



4 今後の対応 (案 )

2次名寄せ対象者等については、以下の対応を検討することとする。

① 未統合記録について、「ねんきんネット」において、ご本人が自ら自身の記録を検索することができる仕組みを構築する

(その際、2次名寄せと同様に、氏名や生年月日のあいまい検索を可能とする)

② 受給者については、今回のサンプル調査において、ご本人の記録であると確認できた事例 (28ケース)の うち、5割

(50%)が紙台帳等とコンピュータ記録の突合せ作業により記録が判明する見込みであり、着実に対応を図る

(参考)

調査対象者
紙台帳とコンピュータ記録の突合せ

により記録判明が見込まれ る者

受給者 28人 14人  (50%)

加入者 52人 7人  (13%)

合 計 .

80人 21A (26%)

③ 加入者については、新規裁定の裁定請求書受付その他の年金記録の相談時に、ご本人へ未統合記録の一部の情報 (加入

制度、加入期間など)を伝え、改めてご本人の記録であるか否かを確認 (名 寄せ便送付者は窓口の端末装置で確認可能)



・
―

(3.5%)件

件

８０

ンサのめたのし直見者象対る係こ〈（昭
小

プツア一□オフ

(参考 )

名寄せパターン別、

合計

低 同

生年月日

性別 (下段 )

条件

氏名条件

氏名条件

第一次名寄せ 第二次名寄せ

①カナ、漢字とも一致
②カナ、漢字どちらかのみ一致
③カナ、漢字の文字丸めを行い

どちらか一致

・ソ→ン、ツ→シなどを丸めて一致
・漢字の読み間違え

「フルヤ・フルタニ」「サチコ・ユキコ」などを丸めて一致
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・生年月日一致
・性別不一致

150 12(8.〇%) 70 1(1.4%)
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263 2(〇.8%) 165 4(2.4%)

414 2(O.5%) 254 3(1.2%)

・元号除タトし
年月日一致

119 16(13.4%) 〔表の見方〕

323 10(3.1%)

※上段は期間重複がないもの、下段は期間重複があるものを示す。
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厚生年金等の旧台帳に係るサンプル調査結果について

1.サンプル調査の概要
(1)対象者

厚生年金保険及び船員保険旧台帳の記録 (1′466万件)のうち、基礎年金番号を保有していない等のため、
いわゆるグレー便 (※ )の送付対象 (約 68万通)とならなかつた記録について、住民基本台帳ネットワークと
の突合せを行い3情報が一致した記録 (7万件)から無作為に467件を抽出。

※グレー便とは、マイクロフィルムの形で保管されている厚生年金等の旧台帳記録と基礎年金番号記録とを3条件 (氏名・生

年月日口性別)による突合せをして一致した者に対して、平成20年 5月 に「年金加入記録の確認のお知らせ」を送付したもの

(2)実施方法
サンプル調査対象者に対し、個別に電話、訪間にて旧台帳記録の情報 (加入制度、加入期間など)を伝え、
ご本人の記録であるか否かを確認。

2.調査結果
(1)サンプル調査対象467人のうち、ご本人に接触できた315人の調査結果は以下のとおり。

接触できた人数
本人の記録と確認

本人の記録でない

受給に結びつく可能性がある 受給に結びつかない(※ )

315 83 (260/0) 164 (530/o) 66 (21%)

(※ )受給に結びつかない理由
・今回見つかつた記録以外に記録が無く、受給に結びつかなかつた
・旧共済年金受給者であり、見つかつた記録が1年未満のため通算老齢年金の対象とならない等



(2)年金受給に結びついた事例の内訳

内容 人数

共済年金を受給中であり、受給要件を満たす (※ ) 77 ( 930/o)

カラ期間と合算して受給資格期間を満たす 4 (  50/o)

他手番記録と合算して受給資格期間を満たす 2 (  20/0)

△
ロ 計 83 (1000/o)

※平成20年 5月 に送付した「年金記録の確認のお知らせ」(グレー便)を送付する際には、旧台帳の漢字氏名を利用し、共済年金

受給者の基礎年金番号に係る記録と突合せを行つたが、共済年金受給者の記録の一部に氏名がカナのみのものがあつたこと
から、当時の作業ではグレー便の対象とはならなかつたもの。今般の住基ネットとの突合せにおいて住基ネットからカナ氏名の
情報が取得できたことから、今回の作業では、対象となる共済年金受給者の把握が可能となつた。

3.今後の対応(案 )

厚生年金等の旧台帳の記録と住基ネットとの突合せによリー致した記録(7万件)と共済年金受給者の基礎

年金番号に係る記録との突合せを行い、一致した場合には、ご本人のものと思われる記録をお知らせする
ことを検討することとする。(23年度中実施目途)



保険者記録と厚生年金基金記録の突合せの実施状況

○本年 1月 末までに、被保険者記録と厚生年金基金記録が不一致であつたものとして厚生年金基金又は企業年金連合会

から調査依頼があつたものについての第一次審査 (平成 22年 4月 より本格実施)の実施状況は、下表のとおり。

(平成 23年 1月 末現在)

23年 1月 末

までの

受付件数

(※ 1)

第一次審査終了(計 5941452、 うち受給権者 179,615、 被保険者 414,837)

第一次審査

未了

紙台帳等が

国のオンライン記録

と一致

(国の記録「正」

として基金等に

回答)

紙台帳等が基金計〕録と一致

その他

(※ 3)

国の記録

基金等に

1誤
」として

回答 (※ 2)

うち

記録訂正済

「訂正不要」の

申出あり又は

受給者で減額と

なるため

訂正 しないもの

本人に記録訂

正の要否を

確認 したが

一定期間経過

後も申出なし

受給権者 569,342 150,932 18,719 13,035 12,049 4,939 745 9,964 389,727

被保険者 1,416,056 370,734 15,341 13,848 12,796 924 569 28,762 1,001,219

計 1,985,398 5211666 34,060 26,883 24,845 5,863 1,314 38,726 1,390,946

※ 1 -人 につき複数の不一致の理由がある場合 (氏名相違と標準報酬月額相違等)は、それぞれを 1件と計上。

※2 基金番号相違等の年金額に影響しないものを含む。

※3 基金等から機構へ送付された時点で既に被保険者記録が訂正されており不一致が解消されていたもの等。

【処理促進のための主な方策】

○本事業については、工程表に沿つた作業の進捗が図られるよう、以下のような対応を通じて処理促進を図る。
口各種便の処理が進んだことによる人員のシフト

・職員の新規採用

・東京、大阪(近畿ブロック)、 広島(中 国ブロック)において23年 4月 1日 より拠点を集約化し、体制も強化した上で、集中的な処理を実施

・進捗管理の徹底

(参考)年金記録問題への対応の実施計画 (工程表)(抄 )

10厚生年金基金記録との突合せ (地方組織。本部担当)

○ 厚生年金基金等との連携を図りながら、22年4月 からを目途に第1次審査を、22年 10月 からを目途に第2次審査を開始する。第2次審査については、2

4年 10月 末までに厚生年金基金等から適用事業所の人事記録等の調査結果の報告があつたものについて、25年 3月 末までを目途に必要な記録訂正を

進める。



【備考 1】被保険者記録と厚生年金基金記録の突合せ作業について

○第一次審査

・ 国の被保険者記録と基金記録が不一致であったものとして基金又は企業年金連合会(以下「基金等」という。)から調査依頼があつたものについて、機構に

おいて、紙台帳等を確認。

口紙台帳等が基金記録と一致しており、被保険者記録を訂正する必要があると思われる場合は、原則としてご本人に確認の上、被保険者記録を訂正。ただ

し、受給者について記録訂正により減額となる場合は、減額をせず、事跡を残す。

○第二次審査

・ 第一次審査で被保険者記録が訂正されなかつたものについて、基金等が行う適用事業所の人事記録等の調査結果を踏まえて記録訂正の対象となるかを

判断し、必要なものは訂正する。

【備考2】被保険者記録と基金記録の不一致の状況 (平成 22年 9月 2日 年金記録回復委員会提出資料より抜粋)

○被保険者記録と基金記録の不一致率 :約6.4%(企業年金連合会において確認済みの約 2,812万件における不一致率 (平成 22年 5月 13日 時点速

報値))

・資格期間、標準報酬月額等の不一致 :約4.5%

○機構への調査依頼件数の粗い試算  :約 260万件 (厚生年金基金加入履歴を有するオンライン記録約 4,000万件の6.4%として機械的に計算)

(注 )上記実施状況の表では、一人(一オンライン記録)につき複数の不一致の理由がある場合はそれぞれを1件と計上していることに留意が必要。



(参考)

匡]の1記1録|ど厚生1年金1基金1等の1記1録と|の実合せにつ
―
いて

<概要 >

○ 国の記録と厚生年金基金・企業年金連合会 (以下、厚生年金基金等)の記録の双方の整合性を図るため、平成2
1年 3月 より社会保険庁 (現 日本年金機構)から厚生年金基金等に対して、被保険者等の記録の提供を行い、突合せ

を実施している。

・ 日本年金機構から記録の提供を受けた企業年金連合会は、企業年金連合会分と厚生年金基金分の仕分けを行
い、厚生年金基金に対し、被保険者等の記録の提供を行う。(平成22年 1月 に完了)

・ 記録の提供を受けた厚生年金基金等においては、記録の突合せを行つた結果、双方の記録が不一致の場合に

は、必要な調査口事業主等に対する確認等を行い、更に要すれば日本年金機構に対して調査依頼を行う。

<参 国の と 生年 金等の記録 との突合せ (概略図)>
厚生年金基金 企業年金連合会 日本年金機構

|~浮稀癬濡轟肝轟τ下
1

↓

1社会保険庁 (現日本年金機構)において基金の |

1_翌仝11111る
被保険者等の記録

1贅生 ___J
―

 |

被保険者等の記録を提供

(平成21年 3月 ～平成21年 12月 )

1馨夢
署覇轟 墓石扇頑辱蒲票要

1
被保険者等の記録 と連合会の加入員等の記録を
突合せ

輌

一̈
　い̈

一　が　　ヽ判
一一　い̈

一』　̈
¨

→       日本年金機構による調査
、員等の記録が適正又は不明であると判断

(注)突合せ項目は、次の通り
①基礎年金番号、②氏名、③生年月日、④性別、⑤異動年月日、⑥種別、⑦異動原因(取得、月・算定・喪失)、 ③標準報酬月額及び標準賞与額





標準報酬等の遡及訂正事案に係る記録回復の状況

(1)約 2万件の戸別訪間調査の対象者についての記録回復の取組み結果

○ 約 2万件の戸別訪問調査において、「従業員」であって、年金記録が「事実と相違」しており、「言己録回復申立ての意思あ

り」との回答があつた事案 (以下「従業員事案」という。)・ ・ 口・ 1,602件

○ この従業員事案 1, 602件については、平成22年 6月 末までに、年金事務所段階での処理を基本的に完了。

平成22年 6月 末及び平成23年 2月 末の状況は下表のとおり。

(注 1)平成22年 7月 27日 に年金記録回復委員会へ報告したもの。

(注 2)平成22年 6月 末時点の数字をベースに、同時′点において「⑤第二者委員会に送付→審議中」に該当していた事案 (90件)の平成23年 2月 末時点での状況を

反映させたもの。

(注 3)平成 22年 6月 末時点において年金事務所が把握 している状況。

平成 22年 6月 末時点 (注 1) 平成 23年 2月 末時点 (注 2)

① 年金事務所段階における回復基準による記録回復 (②を除く)

② 第三者委員会によるあっせんを受けた者の同僚に係る記録回復

583

41

586・ D● A

41・ 口・ B

③ 第二者委員会に送付 → あつせん

④ 第三者委員会に送付 → 非あつせん

⑤ 第三者委員会に送付 → 審議中

674(注 3)

62(注 3)

90(注 3)

735・ ・・ C

75

0

⑥ 記録回復の申立てを取り下げたもの

⑦ 繰り返し働きかけを行つたが記録回復の申立てがなかつたもの

58

94

71

94

従 業 員 事 案 合 計 1, 602件 1, 602件



○ 従業員事案 1,602件 のうち、1,362件 (*)(85%)が記録回復につながったところ。

*上表のA tt B tt C=1, 362件

○ また、627件 (*)(39%)が 年金事務所段階での記録回復につながったところ。

*上表のA tt B=627件

(参考)約 2万件の戸別訪問調査について

・ 標準報酬等の遡及訂正事案に関する対応の一環として、旧社会保険庁においては、以下の3条件のすべてに該当する記録

(約 6.9万件)を不適正な遡及訂正処理の可能性のある記録としてオンライン記録から抽出し、このうち厚生年金受給者

(約 2万件)について、平成20年 10月 16日から、社会保険事務所職員等による戸別訪間を実施し、ご本人に記録確認

を行つていただいたところ。

①標準報酬月額の引き下げ処理と同日若しくは翌日に資格喪失処理が行われている。

② 5等級以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。

③ 6か月以上遡及して標準報酬月額が引き下げられている。

・ この調査については、対象者と連絡をとることができないなど戸別訪間を実施することが困難な事例を除き、平成21年
12月 末までに終了し、その実施結果を、平成22年 7月 27日 の年金記録回復委員会に報告を行つた。
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合計

平成 20年 12月

の基準等 は 1)

平成 2

の基準

1 年 1 2月

(注 2)

①、②の同僚事案
あっせん事案

の同僚事案

① ② ③ ④

平成 21年 12月末

(累計)

996 505 210 281

平成 23年 1月 末

(累計 )

2, 481
4 2 2 (rr.q)

644

〔408〕

356

〔356〕

683

〔362〕

7 9.8

Iz g o r;rst]

平成 21年 12月 末

の件数との差
+1, 485 +139 +356 +473 +517

(2)標準報酬等の遡及訂正事案に係る年金事務所段階における記録回復件数

(注 1)①平成20年 12月 の基準等・・・平成20年 12月 の基準 (全喪日以後の遡及訂正事案であつて、給与明細書等があるもの)及び

平成21年 5月 の基準 (同年12月 から②の基準に移行)

(注 2)②平成21年 12月 の基準・・・約6.9万件該当 (3条件すべてに該当)の従業員事案

(注 3)〔   〕内の件数は、約6.9万件該当 (3条件すべてに該当)の事案の件数

(注 4)一部推計の要素を含んだ件数 (下記注5参照)

(注 5)これまでに作成した同僚リストの状況から推計した件数





年金受給にできる限り結びつけていくための取組み

I全 体 概 況

1 年金の受給資格期間を満たしていながら請求を行っていない方に対するお知らせ

○オンライン記録上25年の受給資格期間を満たしている(注)が、年金を受給していない方についてサンプル調査(平成21年 12月 公表)

を行ったところ、受給資格期間を満たしていながら、そのことを知らなかった方が一定割合おられたこと等から、この「お知らせ」を送付

し、年金の請求を促すこととしたもの。
(注)70歳までの保険料納付により25年 を満たすことができる場合を含む。

○平成22年 9月 30日 に、約6.5万人の方に送付。

○平成22年 12月 31日 現在における「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況は、下表のとおり。

合  計 69歳以下の方  1  70歳以上の方

人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 64,678 100.0ツ 32,504 100.0% 32,174 100.0%

裁定された方 (人 )(注 ) 26,259 40.6% 8,260 25.4% 17,999 55.9%

うち、「お知らせ」送付後の平成22年 10月 1日 以降に請求を行つた方 15,066 23.3% 6,572 20.2% 8,494 26.4%

(注)旧法扱いの共済年金受給者で、新たに年金の請求ができる国民年金、厚生年金の力日入期間がない方を F(4,629メ、)

こより受給資格期間を満たす方に
= 

′ υ 魔%ひ 、 ヽ υノ l`へ 躍え ↑イ :itrコ 1■ 1、…c卜・フ X lll口 J■・:ロ ス開 l口』こ ′l円 ′_フ ノ」 l｀ ′ ]フ ・ω 00ハ Hワ に

○上記1のサンプル調査の結果、70歳まで保険料を納付すれば受給資格期間を満たし得るにもかかわらず、そのことを知らなかつた方

が一定割合おられたこと等から、この「お知らせ」の送付により任意加入制度等について説明を行い、年金の受給につなげていこうと

するもの。

○平成22年 9月 28日 に、約1.6万人の方に送付。

O平成22年 12月 31日 現在における「お知らせ」送付対象者の裁定の状況等は、下表のとおり。

人数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 15,931 100.0%

国民年金に任意加入中の方 (人 ) 476 3.0%

裁定された方 (人 ) 3,474 21.8%

うち、「お知らせ」送付後の平成22年 9月 29日 以降に請求を行つた方 1,834 11.5%

r,tn :



3オ ンライン記 録 上 25年の 受給 資格期 間を満たさない方 に対す るお知 らせ

○オンライン記録上25年の受給資格期間を満たしていない方についてサンプル調査(平成21年 7月 公表)を行ったところ、合算対象

期間(カラ期間)がある等により受給資格期間を満たすにもかかわらず、そのことを知らなかった方が一定割合おられたこと等から、
この「お知らせ」の送付により注意喚起を行い、できる限り年金の受給につなげていこうとするもの。

○平成21年 12月 18日 ～24日 に、約50万人の方に送付。

○平成22年 12月 31日現在における「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況等は、下表のとおり。

人数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 499,399 100.0%

国民年金に任意加入中の方 (人 ) 12,046 2.4%

t定された方 (人 ) 60,764 12.2%

ち、「お知らせ」送付後の平成21年 12月 21日 以降に請求を行った方 47,403 9.50/1



1 年金の受給奮格期間存満たしていながら請求を行っていない方に対するお知らせ

(1)「年金の受給資格期間を満たしていながら請求を行つていない方に対するお知らせ」の送付について

① 趣旨

年金の受給資格期間を満たしていながら請求を行っていない方に対して、請求を促すための「お知らせ」を送付し、年金の受給に
つなげていくもの。

② 送付対象者(年齢は、平成22年 9月 30日 時点)

社会保険オンラインシステム上の記録において、25年の受給資格期間を満たしていながら年金を受給じていない69歳以上の方 (注 )

であって、年金の全部又は一部の請求を行っていない方に対して、年金の請求を促す「お知らせ」を送付した。
(平成22年 9月 30日 送付)

(注)68歳の方で平成23年 4月 までに69歳に到達する方を含む。

○ 送付対象者数 :約6.5万人 (69歳以下 :約 3.3万人、70歳以上 :約3.2万人 )

(内訳 )

(ア)年金を全く請求していない方(以下「全く未請求の方」という。)・ ………・・約2.3万人 (69歳以下:約0.8万人、70歳以上 :約 1.5万人)

(注)共済年金受給者で、国民年金、厚生年金の加入期間が全く未請求となっている方を含む。

(イ)65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、65歳以降に

老齢基礎年金・老齢厚生年金のいずれも請求していない方 (以下「65歳以降
未請求の方」という。)・ ………………………………………………………・・約0.2万人 (69歳以下 :約 0.1万人、70歳以上 :約0.2万人)

(ウ )65歳以降に老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を有しながら、いず
れか一方のみを受給しており、他の一方を請求していない方 (以下「一方のみ
未請求の方」という。)・ ………………………………………………………・・約3.9万人 (69歳以下 :約2.3万人、70歳以上 :約 1.6万人)



(2)「年金の受給資格期間を満たしていながら請求を行っていない方に対するお知らせ」送付後のフォローアップ状況

①「替l読機 編訛驚認裁;穀螺霧監 叙子月31日現在)
「お知らせ」を送付した同年9月 30日 より前にすでに裁定されていた方が一定数存在する。

A

合  計   |(ア )全く未請求の方  |(イ )65歳以降未請求の方
|(ウ

)一方のみ未請求の方

人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 64,678 100.0ツ 22,772 100.00/1 2,440 100.0% 39,466 100.0%

裁定された方 (人 ) 11個)

40.60/0 ,f孟 42.0% 175 7.2% 16,527 41.9%

うち、「お知らせ」送付後の平成22年 10月 1日 以降に請求を行った方 15,066 23.3% 2,422 10.6% 102 4.2% 12,542 31.8%

1 着件数 約2,7

(注2)旧 法扱いの共済年金受給者で、新たに年金の請求ができる国民年金、厚生年金の加入期間がない方 (以下「
1日 共済年金受給者」という。)を含む (4,629人 )。

合  計    |(ア )全く未請求の方  |(イ )65歳以降未請求の方
|(ウ

)一方のみ未請求の方

人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 32,504 100.0% 8,238 100.0% 813 100.0% 23,453 100.0%

裁定された方 (人 ) ２６０
ｍ

８

一

25.4% 理
２

　
一

24.3% 88 10.8% 6,172 26.3%

うち、「お知らせ」送付後の平成22年 10月 1日 以降に請求を行った方 6,572 20.2% 1,149 13.9% 59 7.30/1 5,364 22.9ツ

1)う ち、不着件数 約

(注 2)1日共済年金受給者を含む (58人 )。

上

合  計   |(ア )全く未請求の方  |(イ)65歳以降未請求の方
|(ウ

)一方のみ未請求の方

人数 構成割合 人 数 構成割合 人数 構成割合 人 数 構成割合

「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 32,174 100.0% 14,534 100.0% 1,627 100.0% 16,013 100.0%

裁定された方 (人 ) 17,R塁獄 55.9% 7,5霧 52.0% ”
′

０
０ 5.3% 10,355 64.7%

うち、「お知らせ」送付後の平成22年 10月 1日 以降に請求を行った方 8,494 26.40/1 1,273 8.8% 43 2.6% 7,178 44.8%

注 1)う ち、不 1

(注 2)旧共済年金受給者を含む(4,571人 )。



②「お知らせ」送付対象者の来訪相談状況(平成22年 12月 31日現在)

A>69

合  計 (ア )全く未請求の方 (イ )65歳 以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

人数 構成割合 人 数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

a.「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 32,504 8.238 813 23,453

b.年金事務所等への相談来訪者数 (人 )(注 1) 7,230 100.0% 731 100.0% 201 100.0% 6,298 100.0%

初
回
相
談
結
果

1 年金請求書 (未支給年金請求書を含む)を受け付けた 2,708 37.5% 215 29.4% 82 40.8% 2,411 38.3%

2 次回来訪以降、年金請求書 (未支給年金請求書を含む)を受け付ける予定 1,897 26.2% 298 40.8% 46 22.9% 1,553 24.7%

3 年金請求をもう少し遅らせることとなつた 2,256 31.2% 115 15.7% 59 29.4% 2,082 33.1%

4 遺族の方で未支給年金の請求対象者とならないことが判明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

5 相談を継続することとなった 138 1.9% 7 1.0% 5 2.50/1 126 2.0%

6 本人死亡 38 0.5% 19 2.6% 0 0.0% 19 0.3%

7 行き違いで請求済み (注 2) 193 2.7% 77 10.5% 9 4.5% 107 1.7%

8 その他 0 ０
４

（
）

０ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

1 お知らせ薩持参して来訪された方及び「お知らせ」を見て来訪されたと話された方の数。

(注 2)1日共済年受給者を含む。



< 70歳以上

合  計 (ア )全く未請求の方 (イ)65歳 以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

人 数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

a。 「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 32,174 14,534 1,627 16,013

b.年金事務所等への相談来訪者数 (人 )(注⊃ 7,350 100.0% 1,478 100.0% 180 100.00/0 5,692 100.0%

初

回
相
談
結
果

1 年金請求書 (未支給年金請求書を含む)を受け付けた 5,162 70.2ツ 370 25.0% 135 75.0% 4,657 81.8%

2 次回来訪以降、年金請求書(未支給年金請求書を含む)を受け付ける予定 955 13.0% 340 23.0% 26 14.40/0 589 10.3%

3 年金請求をもう少し遅らせることとなった 1 0.0ツ 0 0.0% 0 0.0% 0.0%

4 遺族の方で未支給年金の請求対象者とならないことが判明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

5 相談を継続することとなった 0 0.0ツ 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

6 本人死亡 157 2.1ツ 132 8.9% 6 3.3% 19 0.3%

7 行き違いで請求済み (注 2) 1,071 14.6% 634 42.9% 12 6.7% 425 7.5%

8 その他 4 0.1ツ 2 0.1% 1 0.6% 1 0.0%

ll「お知らせJを持参して来訪された方及び「お知らせ」を見て来訪されたと話された

(注2)旧共済年受給者を含む。



③「お知らせ」送付対象者が年金請求をしていなかつた理由(平成22年 10月 に年金事務所等へ相談来訪された方についての調査結果)

(注 2)「請求を繰り下げているとは思っていなかった」との回答を含む。

(注 3)1日 共済年受給者を含む。

<

合  計 (ア )全く未請求の方 (イ )65歳以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合 人 数 構成割合

平成22年 10月 における年金事務所等への相談来訪者数 (人 )(注 1) 6,627 100.0ツ 658 100.0% 187 100.0% 5,782 100.0%

年
金
未
請
求

の
理
由

1経済的に年金の必要性を感じなかつたため 235 3.5ツ 38 α
ス

Ｏ
Ｏ

５ 12 6.4% 185 3.2ツ

2請求方法を知らなかつた 691 10.4% 88 13.4% 41 21.9% 562 9.7喫

3これから請求するつもりだつた 1,173 17.7% 107 16.3% 26 13.9% 1,040 18.0%

4請 求することを忘れていた 465 7.0% 50 7.6% 24 12.8% 391 6.8ツ

5在職中であつたため請求できないと思っていた 110 1.7% 29 4.4% 6 3.2% 75 α
４

う
０

6繰下げ請求を考えていた 2,533 38.2% 191 29.0% 61 32.6% 2,281 39.5%

770歳になると自動的に年金が支払われると思っていた 143 2.2% 7 1.1% 3 1.6% 133 2.3%

8現在受給中の年金がすべてだと思い込んでいた(注

"
870 13.1% 0 0.0% 0 0.0% 870 15.0%

9受給資格期間を満たすことを知らなかつた 25 0.4% 25 3.8% 0 0.0% 0 α
ス

（
υ

０

10年金に関心がなかつた 48 0.7% 13 2.0% 2 1.1% 33 0.6%

11本人死亡により不明 35 0.5% 18 2.7% 0 0.0% 17 0.3%

12行き違いで請求済み (注 3) 193 2.9% 77 11.7% 9 4.8% 107 ｎ
υ

13その他 16 0.2% 9 1.4% 1 0.5% 6 0.1%

14回答が得られなかつた 90 1.4% 6 0.9% 2 1.1% 82 υ
ス

ス
”

1)「 お知らせJを持参して来訪された方及び「お知らせ」を見て来訪されたと話された方の



B>7 上 の

合  計 (ア)全く未請求の方 (イ)65歳以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

人 数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合 人数 構成割合

平成22年 10月 における年金事務所等への相談来訪者数(人 )(注 1) 7,205 100.0ツ 1,439 100.0% 178 100.0ツ 5,588 100.0%

年
金
未
請
求

の
理
由

1 経済的に年金の必要性を感じなかつたため 123 1.7% 35 2.4% 7 319% 81 1.4%

2請 求方法を知らなかつた 1,614 22.40/ 273 19.0% 76 42.7ツ 1,265 22.6%

3これから請求するつもりだつた 150 2.1% 26 1.8% 6 3.40/0 118 2.1%

4請 求することを忘れていた 1,440 20.0% 125 υ
κ

”
′

８ 35 19.7ツ 1,280 22.9%

5在職中であつたため請求できないと思っていた 151 2.1ツ 36 2.5% 5 2.8% 110 2.0%

6繰下げ請求を考えていた 197 2.7% 23 ０
４

＾
υ

公
υ 3.4ツ 168 3.0%

770歳 になると自動的に年金が支払われると思っていた 569 ｎ
υ

，
′ 15 υ

κ
（
υ 20 11.2% 534 9.6ツ

8現在受給中の年金がすべてだと思い込んでいた(注 2) 1,385 19.2% 0 0.0% 0 0.00/0 1,385 24.87

9受給資格期間を満たすことを知らなかつた 72 1.0% 72 5.0% 0 0.0% 0 0.0ツ

10年金に関心がなかった 73 ハ
υ 19 1.30/0 2 1.1% 52 0.90/0

11 本人死亡により不明 149 2.1ツ 126 8.8% 6 3.4% 17 0.37

12行き違いで請求済み (注 3) 1,057 14.7ツ 627 43.6% 12 6.7% 418 7.50/・

1370歳時請求案内があると思っていた 36 0.5ツ 7 0.5% 0 0.0% 29 0.5%

14病気療養中だつたため 17 0.20/1 5 0.3% 0 0.0% 12 0.2%

15その他 57 0.80/0 27 1.9% 1 0.6% 29 0.5γ

16回答が得られなかった 115 1.60/1 23 1.6% 2 1.1% 90 1.6%

D「お知らせ」を持参して来訪された方及び「お知らせ」を見て来訪されたと話された方の数。

(注 2)「請求を繰り下げているとは思っていなかつた」との回答を含む。

(注3)旧共済年受給者を含む。



(参考 1)〔詳細データ〕「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況 (平成22年 12月 31日 現在 )

(1)「お知らせ」を受け取る前に年金請求書を提出し、裁定された方を含めた裁定の状況 は)

(注 )「お知らせ」対象者の抽出は、平成22年 6月 21日 時点で行ったことから、「お知らせ」を送付した同年9月 30日 より前にすでに裁定されていた方が一定数存在する。

A 全体の

合  計 (ア )全く未請求の方 (イ )65歳 以降未請求の方 (ウ )一方のみ未言青求の方

a。「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 64,678 22,772 2,44C 39,466

b.裁定された方 (人 )

26,259

(注 2)

9,557

(注 2)

175 16,527

b0
裁定月別

平成22年6月 672 544 4 ■
■

●
４

平成22年7月 1,698
７
′

Ｏ
Ｏ

６ 28 983

平成22年8月 1,46C 469 975

平成22年9月 1,259 394 ハ
υ

民
υ

０
０

平成22年 10月 5,177 769 3C 4,372

平成22年 11月 8,979 1,301 43 7,635

平成22年 12月 2,38[ 764 38 1,588

1)う ち、不 2,7

(注2)旧法扱いの共済年金受給者で、新たに年金の請求ができる国民年金、厚生年金の加入期間がない方 (以 下「1日 共済年金受給者」という。)を含む (4,629人 )。



B>69

合  計 (ア )全く未請求の方 (イ)65歳以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

a.「お知らせ」送付対象者数 (人)に 1) 32,504 8,238 813 23,453

b.裁定された方 (人 )

8,26C

(とL2)

2,000

(注 2)

88 6,172

bの

裁定月別

平成22年 6月 26C 212 2 4C

平成22年 7月 642 261 17 364

平成22年 8月 551 183
「
′ 361

平成22年 9月 476 154 8 314

平成22年 10月 1,93[ 300 「
′ 1,61〔

平成22年 11月 3,379 534 20 2,82[

平成22年 12月 95C 298 「
′ 644

注 1)う ち、不

(注 2)旧共済年金受給者を含む (58人 )。



70歳以上の方の状 ,

合  計 (ァ )全く未請求の方 (イ )65歳以降未請求の方 (ウ )一方のみ未請求の方

a.「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 32,174 14,534 1,627 16,013

b.裁定された方 (人 )

17,99C

(注 2)

7,557

(注 2)

87 10,355

bの

裁定月別

平成22年 6月 412 332 2 7〔

平成22年 7月 1,05C 426 619

平成22年 8月 909 286 9 614

平成22年 9月 783 24C 536

平成22年 10月 3,242 469 19 2,754

平成22年 11月 5,60C 767 23 4,81C

平成22年 12月 1,426 466 16 944

数 約 1

(注2)旧共済年金受給者を含む(4,571人 )。



(2)「お知らせ」送付後の平成22年 10月 1日 以降に年金請求書を提出した方の裁定の状況

>

合 計  l(ア )全く未請求の方 |(イ )65歳 以降未請求の芳 |(ウ )1方のみ未請求の方

a.「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 64,678 22,772 2,440 39,46C

b.裁定された方 (人 )
15,066 2,422 102 12,542

bの

裁定請求書提出月別

平成22年 10月 12,066 11658 68 10,34C

平成22年 11月 2,548 672 23 1,853

平成22年 12月 Ｅ
Ｕ

′
” 92 ｎ

υ
４う

０

B>6

合  計    l(ア )全そ栗請求の方

~「
レ )65轟以降未請求の方 |(ウ )一方のみ未請求の方

a。 「お知らせ」送付対象者数 (人 ) 32,504 8,238 813 23,453

b.裁定された方 (人 ) 6,572 1,149 59 5,364

b6D

裁定請求書提出月別

平成22年 10月 5,275 790 39 4,446

平成22年 11月 1,096 316 13 767

平成22年 12月 201 43 7 151

C>70 の

合  計    I(ア )全く未請求の方  |(イ )65歳 以降未請求の方 |(ウ )一方のみ未請求の方

a.「 お知らせ」送付対象者数 (人 ) 32,174 14,534 1,627 16,01〔

b.裁定された方 (人 ) 8,494 1,273 43 7,17〔

b0
裁定請求書提出月別

平成22年 10月 6,791 868 29 5,894

平成22年 11月 1,452 356 1,086

平成22年 12月 251 49 4 ハ
υ

０
０



(参考2)年金の請求を促すための取組み

1.60歳到達の3か月前

①曽犀茎畢案文素魔当ダ華製謗栞覗亀品旨顆 謀識年10月より実施〕
(注 )「ターンアラウンド方式」とは、あらかじめ年金カロ入履歴等が記載された年金請求書を当該被保険者へ送付し、手続きの簡素化を図るもの。

② 老齢基礎年金の受給資格期間を満たす方 (上記①を除く)

→お知らせ(65歳から老齢基礎年金の受給権が発生すること、60歳～64歳の間でも請求により繰り上げて年金を受けられること

等をお知らせするもの)を送付 〔平成17年 10月 より実施】

2.65歳到達の3か月前

① 特別支給の老齢厚生年金の受給権がありながら未請求の方
→年金請求書 (ターンアラウンド方式)を送付 〔平成17年 10月 より実施〕

② 65歳から初めて年金の受給権が発生する方
→年金請求書 (ターンアラウンド方式)を送付 〔平成17年 10月 より実施〕

3.65歳到達月の前月末

065歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給していた方
→年金請求書 (ハガキによる簡便なもの)を送付 〔平成3年 3月 より実施〕

4.69歳到達月

〇 年金の受給権がありながら未請求の方 ((ア )全く未請求の方、(イ )65歳以降未請求の方、(ウ )一方のみ未請求の方)

二年金の請求を促すお知らせを送付 〔平成23年 5月 より実施予定〕

5,その他

〇 年金の請求漏れが生じやすい5つの事例に関する周知広報 (ポスター、リーフレットを活用)〔平成22年 10月 より実施〕
(注 )「 5つの事例」・………年金の力日入期間が25年未満の方、年金の受け取り開始を66歳以降に繰り下げている方、厚生年金の力日入期間のある65歳以上の方、厚生年金の加入

期間のある方で「65歳になつてから年金を受け取ろう」と思っている方、60歳以上で会社にお勤めの方



270歳 までの間の保険料納付により受給資格期間を満たす方に対するお知らせ

(1)「 70歳までの間の保険料納付により受給資格期間を満たす方に対するお知らせ」の送付について

① 趣旨

70歳までの間の保険料納付により受給資格期間を満たす方に対して、合算対象期間(カラ期間)や任意加入制度等について

説明を行い、年金事務所等への相談を促すための「お知らせ」を送付し、年金の受給につなげていくもの。

② 送付対象者

社会保険オンラインシステム上の記録において、70歳までの一定期間において保険料を納付することより25年の受給資格期間

を満たす方のうち、平成22年 1月 1日 時点で64歳以上の方に対して「お知らせ」を送付した。(現に年金を受給している方やすでに

任意加入をしている方を除く。)(平成22年 9月 28日送付)

○送付対象者数:約 1.6万人
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(2)「 70歳までの間の保険料納付により受給資格期間を満たす方に対するお知らせ」送付後のフォローアップ状況

・
① 「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況等(平成22年 12月 31日 現在)

※下表の「裁定された方」は、「お知らせ」を受け取る前に年金請求書を提出し、裁定された方を含む。(注 1)

事  項 人数 構成割合

a.「お知らせ」送付対象者数 (人)(注 2) 15,931 100.0ツ

b.aのうち、国民年金に任意加入中の方(人 ) 476 3.0ツ

c.aのうち、裁定された方(人 ) 3,474 21.80/

cの

性別、年齢別

うち、男性 414

年齢
64歳以下 209

65歳以上 205

うち、女性 3,060

年齢
64歳以下 2,723

65歳以上 337

cの

裁定月別

平成22年 8月 556

平成22年 9月 683

平成22年 10月 778

平成22年 11月 788

平成22年 12月 669

お知らせ 1対象者の抽出は、平成 22年 8月 15日 時点で行つ 〉せ」を送付した同年9月 28日 より前にすでに裁定されていた方が一定数存在する。

(注 2)うち、不着件数約1,900件。

(注 3)年齢は、平成22年 9月 30同 時点。



②「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況等 (平成22年 12月 31日 現在)

※下表の「裁定された方」は、「お知らせ」送付後の平成22年 9月 29日 以降に年金請求書を提出し、裁定された方。

事  項 人数 構成割合

a,「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 1) 15,931 100.0%

b.aのうち、任意加入中の方(人 ) 476 3.0%

c.aのうち、裁定された方 (人 )
1,834 11.5%

cの

性別、年齢別

うち、男性 231

年齢
64歳以下

65歳以上 120

うち、女性 1,603

年齢
64歳以下 1,407

65歳以上 196

cの

裁定請求書
提出月別

平成22年 9月 0

平成22年 10月 403

平成22年 11月 765

平成22年 12月 666

つ 約 1 900

(注 2)年齢は、平成22年 9月 30日 時点。
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③「お知らせ」送付対象者の来訪相談の状況(平成22年 12月 31日現在)

複数

< への相談来

人数 構成割合

年金事務所等への相談来訪者数は)
377 100.0%

相談結果の
確認状況別

a.年金受給権有 205 54.4%

b.任意加入申込有 47 12.5%

c.年金受給権なし 53 14.1%

d.カラ期間等確認中 72 19.1%

お知らせ Jを持参された方及び「お知らせ」を見て来訪されたと話された方の

B AI 〕いて、「a.年金受 った方の判明 回

人数 構成割合

a.期間短縮特例に該当 4 1.90/・

b.共済期間が判明 2 0.9ツ

c.未統合記録が判明 43 20.2)

d.第3号未届期間が判明 0 0.0%

e.合算対象期間が判明 145 68.1%

f.その他 (裁定済 )
19 8.9%

△
ロ 計 213 100.0%



C> Bに ‥
し 「 e 対象 に 当する方の判

人数 構成割合

被用者年金の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年 3月 以前) 98 67.60/

学生であって国民年金に任意加入しなかつた期間 (平成3年 3月 以前) 4 2.8%

日本国籍を取得した方、又は永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であつて昭和56年 12月 までの在日期間 1 0.70/1

日本人であって海外に居住していた期間 1 0.7%

厚生年金保険等の脱退手当金を受けた期間 33 22.8%

厚生年金保険等の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間 8 5.5%

△
ロ 計 145 100.0%

■
９



3オンライン記録上25年の受給資格期間を満たさない方に対するお知らせ

(1)「オンライン記録上25年を満たさない方に対するお知らせ」の送付について

① 趣旨

社会保険オンラインシステム上の記録において、25年の受給資格期間を満たさない方に対して、合算対
象期間 (カラ期間)の有無などについての注意喚起を行い、併せて任意加入制度の周知を図るためのお知ら
せ (「 年金の加入期間に関するお知らせ」)を送付し、できる限り年金の受給につなげていこうとするもの。

② 送付対象者

社会保険オンラインシステム上の記録において、25年の受給資格期間を満たさない方のうち、平成21年
1月 1日 時点で63歳以上 (注)の年金を受給していない方に対して「お知らせ」を送付した。
(平成21年 12月 18日 から24日 にかけて送付)

(注)この年齢未満の方については、平成17年 10月 以降、60歳到達の3か月前に同様のお知らせを送付しているところ。

○ 送付対象者数:約 50万人



(2)「オンライン記録上25年を満たさない方に対するお知らせ」送付後のフォローアップ状況

①「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況等(平成22年 12月 31日現在)

※下表の「裁定された方」は、「お知らせ」を受け取る前に年金請求書を提出し、裁定された方を含む (注 1)。

(注1)|お知 らせ」
にすでに裁定されていた方が一定数存在する。

(注2)う ち、不着件数 約 3万件。

事 項
(参考)前回報告

(平成22年 7月 31日 現在)

今回報告
(平成22年 12月 31日 現在)

前回報告からの増加数

a.「お知らせ」送付対象者数 (人 )(注 2) 499,399 100.0% 499,399 100.0%

b.aのうち、国民年金に任意加入中の方(人 )
12,046 2.4%

C.aのうち、裁定された方 (人 )
42,890 8.6% 60,764 12.2% 17,874

Cの
性別、年齢別

うち、男性 6.272 9,373 3,101

年齢

64備曇 508 0 -508

65歳 ～69歳 4,950 7,925 2,975

70歳以上 814 1,448 634

うち、女性 36,618 51,391 14,773

年齢

64備曇 1, 185 0 -1,185

65歳 ～69歳 33,624 48,490 14,866

70歳以上 1,809 2,901 1,092

Cの
裁定月別

平成21年 10月 2.038 2,038 0

平成21年 11月 4,199 4,199 0

平成21年 12月 3,906 3,906 0

平成22年 1月 3,408 3,408 0

平成22年 2月 4,675 4.675 0

平成22年 3月 5,055 5,055 0

平成22年 4月 5,996 5,996 0

平成22年 5月 3,910 3,910 0

平成22年 6月 4,689 4,689 0

平成22年 7月 5,014 5,014 0

平成22年 8月 3,686 3,686

平成22年 9月 3,973 3,973

平成22年 10月 3,624 3,624

平成22年 11月 3,657 3,657

平成22年 12月 2,934 2,934

の抽 出は 、平成 21 0月 20日 時点 で行 った こ 同らヽ お せ 2月 18日 ～ 24日 よ り高



②「お知らせ」送付対象者の年金の裁定の状況等(平成22年 12月 31日 現在)

※下表の「裁定された方」は、「お知らせ」送付後の平成21年 12月 21日 以降に年金請求書を提出し、裁定された方。

事 項
(参考)前回報告

(平成22年 7月 31日 現在)

今回報告
(平成22年 12月 31日現在)

前回報告からの増加数

a.「お知らせ」送付対象者数 (人 )
499,399 100.0% 499,399 100.0%

b.aのうち、国民年金に任意加入中の方(人 )
12,046 2.4%

C.aのうち、裁定された方(人 )
29,529 5.9% 47,403 9.5% 17,874

Cの
性別、年齢別

うち、男:性 4,593 7,694 3,101

年齢

64歳 508 -508

65歳 ～69歳 3,699 6,674 2,975

70歳以上 1,020 634

うち、女性 24,936 39,709 14,773

年齢

64歳 0 -1,185

65歳 ～69歳 22,852 37,718 14,866

70歳以上 1,092

Cの
裁定請求書提出月別

平成21年 12月 1,264 1,264 0

平成22年 1月 6,178 6,178 0

平成22年 2月 4,908 4,908 0

平成22年 3月 5,076 5,076 0

平成22年 4月 4,339 4,339 0

平成22年 5月 3,481 31514 33

平成22年 6月 3,339 3,728 389

平成22年 7月 944 3,481 2,537

平成22年 8月 3.562 3,562

平成22年 9月 3,691 3,691

平成22年 10月 3,937 3,937

平成22年 11月 3,097 3,097

平成22年 12月 628 628



③「お知らせ」送付対象者の来訪相談の状況(平成22年 12月 31日 現在)

金事務所等への相談来訪者数及び<表A>年 務所等への相談来訪者数及び相

事 項
人  数
(人 )

構成割合

年金事務所等への相談来訪者数 (注 ) 6,266 100.0%

相談結果の
確認状況

a.年金受給権あり 2,005 32.0%

b.任意加入申込あり 316 5.0ツ

c.年金受給権なし 2,731 43.6%

d.カラ期間等確認中 1,214 19.4ツ

(注)「お知らせ」を持参 して来訪された方及び 「お知らせ」を見て来訪されたと話された方の数

<表 B>表Aにおいて、「a.年金受給権あり」となつた方の判明

事 項
人  数
(人 )

構成割合

a.期間短縮特例に該当 38 υ
ス

ｎ
υ

b.共済期間が判明 25 υ
ス

０
こ

c.未統合記録が判明 185 9.20/0

d.第 3号未届期間が判明 8 0.4%

e.合算対象期間が判明 1,570 78.2%

f.その他(既に任意加入中) 69 3.4%

g.不明 110 5.5%

計
△
ロ 2,005 100.0%

０
０



<表C>表 Bにおいて、「e.合算対象期間が判明」に該当する方の合算対象期間の種類

事 項
人 数
(人 )

構成割合

被用者年金の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかつた期間 (昭和61年 3月 以前 ) 1,303 83.0%

学生であって国民年金に任意加入しなかった期間 (平成3年 3月 以前 ) 9 0.6%

日本国籍を取得した方、又は永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であつて昭和56年 12月

までの在 日期間
28 1.8%

日本人であつて海外に居住していた期間 17 1.1%

厚生年金保険等の脱退手当金を受けた期間 213 13.6%

△
ロ 計 1,570 100.0%

(参考)オンライン記録上25年の受給資格期間を満たしていない方に係るサンプル調査 (平成21年 7月 社会保険庁公表)の結果より

○ 調査対象者数:1,628人 (注 )

○ うち、聴取できた方685人についての調査結果

尺(13.7%)(1)受給資格期間を満たしていた方……………・・・・・・9生

(合算対象期間がある方等 )

・・・62人 (9.10/o)うち、①そのことを知っていた方……

・・・32人 (4.フ 0/0)②そのことを知らなかつた方“

人 (86.30/0)(2)受給資格期間を満たしていなかつた方・・・・・・―・・591

うち、①70歳までの間に国民年金に任意加入すれば、
受給資格期間を満たす可能性がある方・・・・"""・ 66人 (96%)

うち、ア)そのことを知っていた方…・・・・・・・・“"… …42人 (61%)
。・・・・・・24人 (3 50/o)イ)そのことを知らなかつた方・・・・・̈ “

・525人 (フ 6.60/o)②その他の方…………・・―・

L、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が 25年に満たない方 (70歳未満の方については、今後、保(注)オ ンライン記録
亡とができる70歳までの期間について、納付を行っても25年に満たない方)であつて、平成 21年 4月 1日 時点で険料を納付する
:、 ら抽出。62歳以上の方 7



資料 2

平成 23年 3

日 本 年 金

「ねんきんネット」サービスの開始について

1.2月 28日 (月 )か ら 3月 6日 (日 )までの一週間の利用状況

(単位 :件 )

ユーザー ID申 し込み件数 記録照会件数

26,182

新規申し込み
既 ID保有者の

切 り替え※

26,219

インターネット 市区町村 郵便局 年金事務所等

７
′

０
０

Ｅ
Ｕ 9,024 25,574 199 つ

０
７
′ 373

※旧「年金個人情報提供サー ビス」のユーザー IDを お持ちの方が、「ねんきんネッ ト」の新ユーザー IDに切 り替えた件数

2.シ ステム障害への対応

「ねんきんネット」サービス開始 (2月 28日午前 9時)か ら、日本年金機構のホームページから「ねんきんネット」
にログインしようとしてもページが開かない問題が発生

⇒① 同日午前 11時、機構ホームページに、「ねんきんネット」のURLを直接入力すればアクセス可能である旨を
掲載

② 同日午後 7時からシステムを停止し改修作業を行い、同日午後 10時から本来の稼動に復旧

日

構
用
機



資料 3

遅延加算金請求勧奨 ダイ レク トメールの回答状況等について

平成 23年 3月 8日
日 本 年 金 機 構

1.趣旨

平成 21年 5月 1日前に時効特例給付をお支払いした方について

は、ご本人様の請求に基づき遅延加算金をお支払いすることとな
つているが、請求漏れを防 ぐ観点から、一定の条件を満たす方に
ついて請求を勧奨するもの。

2.送付対象者

時効特例給付が支払済であり、遅延加算金の支払いがない方 (平

成 21年 5月 1日 以降に時効特例給付の支給を受けた「経過措置対

象者」を除く)の うち、遅延加算金の仮計算結果が 1,000円 以上

の方。

3.送付時期と対象者数

送付時期及び対象者数は以下のとおり。

送付日   : 平成 22年 11月 25日

対象者数   : 232,818件
(未送達件数は 1,195件であり、住所履歴等を確認の上、再度送付 )

4.回答 (請求書提出)状況

1月 31日現在において、216,701件 (約 93%)の提出あり。

5。 支払状況

1月 14日支払   19,053件
2月 15日支払  179,013件 (累計 198,066件 )

6.1,000円 未満者への周知

遅延加算金が 1,000円未満となる者への周知については、全受

給者あて送付する年一回の振込通知書 (6月 送付)に周知文を掲載

する予定。



資料 4-1
23.3.8

第 3号被保険者の記録不整合問題に対する今後の対応について

平成 23年 2月 24日

厚生労働大臣

衆議院予算委員会で指摘を受けた第 3号被保険者の記録不整合問題に対 しては、以

下のよ.う に対応する。

1 昨年 12月 15日 の通知を受けて、裁定申請が出された者及び既に裁定が行われた

者につしヽては、当面、対応を留保する (裁定に向けた事務処理や年金の支給は留保

する)。

2 新たな裁定申請が提出された場合にも対応は留保する。

3 本件への今後の対応については、厚生労働大臣に助言を行 う立場にある年金記録

回復委員会に意見を求めるとともに、年金事業の実施状況等について総務大臣に意

見 を述べる立場にある総務省の年金業務監視委員会の見解を求めつつ、総務大臣と

厚生労働大臣で協議 し、厚生労働大臣が決定する。

上以



資料 4-2

23.3.8

第 3号被保険者の記録不整合Pp3題に対する今後の対応について

平成 23年 2月 25日

厚生労働大臣

総務大臣

標題の件に対 しては、以下の点に留意 しつつ、速やかに検討 し、厚生労働大臣が適

切な結論を出す。

① 年金制度に対する国民の信頼を維持するためには、可能な限り正しい状態を追

求する必要があること。

② 運用3号の対象者と対象者以外の間で扱いに不公平が生じること。

③ 運用3号の措置がなければ、対象者本人の予期せぬ年金給付額の引下げ等とな

り、混乱が生じること。

④ 本件の発生原因が、旧社会保険庁の事務手続き上生じた面があること (な お、

記録の職権訂正や周知徹底について、行政に法的義務はない)。

⑤ 対象者の側にも、法律で定められた記録の訂正の届出を行わなかったという事

情があること。

⑥ 本件 (第 3号被保険者の記録不整合問題)は、一昨年秋に旧社会保険庁職員に

対して行つたアンケートによって判明したものであること(今回の一連の対応は、

それ以前の状況に比べると、状況を改善する対応であること)。

⑦ 既に受給権が発生している高齢者を含め、過去全ての期間に遡つて、国民全員

の記録の朗嬬を確認することは事実上困難であること。

以   上



資料 4-3
23.3.8

第 3号被保険者の記録不整合問題に対する今後の対応について

(大 臣談話 )

平成 23年 3月 2日

厚生労働大臣

第 3号被保険者の記録不整合問題 (以下、本件)は、昭和 61年 4月 に第 3号被保

険者制度が創設されたことに端を発 している。

第 3号被保険者制度は、被保険者に届出義務があり、届出によって年金受給権を得

るものである。

本件は、被保険者 自身が法律で定められた資格変更等の届出を行つていなかったこ

と、制度の周知徹底や届出漏れがあった場合の 1日 社会保険庁の対応が不徹底であった

こと、被保険者の裁定請求時に旧社会保険庁が配偶者記録との照合作業等の事務を的

確に行つていなかったこと等に起因 している (詳細は別紙参照 )。

本件対象者は相当の人数に及ぶ可能性があり、既裁定者 (年金受給者)の記録不整

合を補正する場合には年金給付額の減額等の影響が出るほか、保険料を遡及 して納付

することを認める場合でも、既裁定者や被保険者の資力が十分でないために年金給付

額の減額等の影響が発生すること等が想定される。

本件は平成 21年秋に旧社会保険庁職員に対 して行つたアンケー ト調査によつて明

らかになり、その後、厚生労1動省内で対処策を検討 し、年金記録回復委員会の助言も

受けて、昨年 3月 29日 に「運用 3号」による対応を決定 した。

本年 1月 1日 から「運用 3号」の対応を開始 したが、「運用 3号」の妥当性につい

て、年金業務監視委員会において意見が提示されたことに加え、衆議院予算委員会に

おいても指摘を受けた。このため、2月 24日 に「運用 3号」の対応を留保すること

とした。

その後、2月 28日 に開催 された総務省の年金業務監視委員会に厚生労1動副大臣が

出席 し、これまでの経緯等について説明した。

また、昨日 (3月 1日 )、 官邸において、官房長官、総務大臣と意見交換を行 うと

ともに、総務大臣か らは、年金業務監視委員会委員長が遅 くとも 3月 末を目途に同委

員会としての見解を総務大臣に具申する考えである旨、報告を受けた。

こうした状況下、本件への今後の対応については、公平性の観点と救済の観点から

2月 25日 に厚生労4動大臣と総務大臣で整理 した 7つの点を踏まえて、厚生労働大臣

に助言を行 う立場にある年金記録回復委員会に意見を求めるとともに、年金事業の実

施状況等について総務大臣に意見を述べる立場にある総務省の年金業務監視委員会

の見解を求めつつ、総務大臣と厚生労働大臣で協議 し、厚生労働大臣が決定する。



鐘 3姜構俣 騰書制 麿多《る経維 (別紙)

国民

昭和61年4月

平威9年1月

平成10年4月

平成17年4月

平成21年 11月

平成22年3月

平成22年 12月

平成23年 1月

第3号被保険者制度
スタート

基礎年金番号導入

届出勧奨開始 (毎月)

届出勧奨しても届出が
ない場合の職権による
種別変更開始 (毎月)

旧社会保険庁の職員
アンケート

不整合記録問題への

対応方針の方向を決定
通知発出
「運用3号」実施

職権による種男1変更

但し、一定の限界あり(注 )

配偶者 (例 :夫 )

の転職等

自身の収入増
(基準額超 )

第1号被保険者への種Bll変更届が必要

平成10年4月以降に、例え|

・配偶者が転職
・自身の収入

平成17年4月以降に、例え|

・配偶者が転職

身の収入増

………)届け出ず

―――>届け出ず

― ――>届け出ず

―……>届け出ず

凸
壌
餃

ぽ

誓

祗

第3号被保険者として

年金記録に記載

第3号被保険者のまま

第3号被保険者のまま

第3号被保険者のまま

ねんきん特別便
(H19120)

ねんきん定期便
(H21～ )

過去からの

実情を申告
大量の不整合記録の存在が判明

(注 )「健康保険組合に加入している夫の扶養から外れた者」及び「住所が特定できない者」については、対応できていない。



資料 4-4

|`えり戊 23イ li 3ノ」8日

総務人 11三

りll‐

IJ I 善博 殿

年企業務監視委員会

委員長 郷
"I 

イ言郎

総務省組織令 (｀F成 12イ li政令第 246)J‐)附則第 20条第 2J了〔に基
づき、厚イli労働省及び ‖木年企機構が行 う年企業務の実施状況につ

いて、 |(言己のとよ〕り、意見を述べます。

1記

)11委 it会 は、厚イ|:労働省が、平成 22年 12り115[1付けで発 tノ た「餌j

3)J‐被保険者期 |‖Jと して記録管理されていた期 1間 が実際には第 1号

被保険者期間であったことが事後的に判り1した場合の取扱いについ

て」 (平成 22イ 1112月 15‖ 年管企発 1215第 2号年管管発 1215第 1

'3づ

学生労働省年金局事業企画課長及び事業管理課長連名通知。以 ド
「

i課長通知」という。)に基づき実施された、年金記録上第 3号被保

険者 とされている者に対する、「運用 3号 ^」 と称するよ昔置の通法性、

妥Yl性について、平成 22年度第 9回 (平成 23年 2月 16「 1開催)及び

第 10 1ⅢI(平成 23年 2月 28「 1開催)年企業務監視委員会において、

′ヒア リングを行 うなど調査審議 した結果、以 下の意見を取 りまとめ

た。

)L」思



今後、「運用 3号」及びこれに関連する施策について具体的 。総合

的な検討が厚生労働省において行われることになると思われるが、

当委員会としてもその検討状況を注視 し、引き続き必要な調査審議

をイFう 。

結 論

「運川 3号」は、その内容が国民年金法 0昭和 34年法律第 141

)」
‐)に違反する疑いがある [1、 年金受給者出]において鷲 しい不公平

をもたらす と考えられることか ら、廃 |11すべきである。

一方、イ|=金記録 li、 既に第 3)」
´
被保険者の資格を失っているに 1)

かかわらず、第 3号被保険者 として記載 さねノている者に力|‐ lノ てイ可ら

かの対策を講 じる必要性があることも否定できないところであり、
lit急に、公平・公 il:な 対策を検棒lし、必要な立法措置を講ずるべき

である()

なお、「運り113)ナ」の適り[Jを受けることを|11し 出た者の うち、裁

定未 rの者については、「運用 3)」
‐Jの適用を行わず、ll:ん1の種);J

変更を行 うこととし、既に裁定済みの者について も裁定のJ反 消等

の1:|キ riを検ふlすべきである。

理「||

(1)違法の疑い

「運川 3)J^」 は、lf実 と異なる年金記録に基づいて、年金保

険料の支払期間の不足により国民年金の受給資格を欠 く者等に

対 して、法律上行 うことができない疑いがある年金給付、又は

法律 11想定 している金額を超えた年金給付を行 うことを、立法

1'I十 置に (1ら ず、厚生労働省の課長通知によって画…的に認める

ものであ り、違法の疑いがある。

この点に関 して、厚生労働省は、「運用 3号」について、「年

金記録を過去に遡って1職権で訂1[することは、多くの年金受給

権者及び被保険者に不測の不利益を生じさせ、公的年金制度に

対する国民の信頼を()損ねることになることから、あえて、現

=2‐



状の年金記録を変更せずに尊liすることにより、国民に大きな

負担を強いることなく、現行の年金制度を運用 しようとするも
の」との11山 により、運用として許容されるものとしているが、

そもそも、年金記録は、年金受給権の内容を確定するための手

段に,過 ぎないものであり、被保険者に年金受給の権限を付与す

るものではない。「年金記録の尊重」ということで年金支給の実

態要件を変更することは許されない。

今巨|の 「運用 13号」を通用される年金記録上の 「第 3号‐被保

険者」が、どの (kう な経緯で、可ギ実と異なる年金記録のまま現

在に至ったのか、被保険者側に認識、悪意があったのかについ

て何 らデータはなく、それらの者に「不測の不利益」がイli lじ る

というのは憶ιUに過ぎない。

このようなJlキ i置 をとることなく、第 3け被保険者の資格を喪

失 lン ているのに記録 L第 3号‐被保険者となっている者に対 して

'塑

って職イ者:|;「 iliを行 うこと(〕こり、むしろ、今|111の 「運用 3け」
の11ヤ |ル

:tを
とることの方が、「公的イli金イ指J度に対―り

~る
1可民のイli頼 を

111な うJ()の であることは、後に述べるところからもりlら かで

あり、実質的な観メitか ら総合的に半J断 して「運りlJ 3)j‐ 」 III不

'直当な111Fiで ある。

(2)実 ,I的な不公平と不公 li:

「運用 3場‐
」は、被保険者、年企受給者‖jに杵 しい不公平を

もたらす。

γj一 に、第 3)ナ被保険者の資格を失った後も、年金記録 11第

3号被保険者として記 il黄 されていたために、長りり]1昌]に わたって

国民年金の保険料が未納 となっていた者に対して、第 1'3´被保

険者への種別変更の手続を行い、長期間にわたって国民年金保

険料を支払ったことによって年金受給権を1枚得 した者と|「1様の

年金受給資格を認めることは、保険料支払額 と年金給付額との

バランスの面で不公平である。

第二に、「運用 3写 ^」 の適りll開始前に、年金記録上第 3け被保

:ヽ
‐



険者 として誤って記1支 されていることを年金事務所、市区田r村

の年金窓口等で指摘され、既に第 1号被保険者への種別変更手

続を終えている者は適用されず、「運用 3号」のittlll開 始後に種

別変更を行った者は一律に適用 されることで、llllじ ような立場

の被保険者に対 して、僅かな時期の違いによって年金給付額の

著しい違いが生じ、不公平である。

そして、「覧要なのは、「運用 3税 のJ背置が、被保険者側が年

金制度を理解 し、 i卜:規のり減l出を行った り、年金事務所、 11j区‖「

村の1■ ソ1者等が、■1規の届出を行わせる方向で適切な措置をと

つた りした場合には適用されず、被保険者側が iに規の届 |11を 行

お うとせず、イ|:金夕1当 者等かるt)IE規の届出を行わせるための

措置をとるれなかった場合に,直用されるという1角1で、著 しい不

公 ||:を イliじ ることである。

(3)i芭り11の 判的iの恣意1イL

「運川 3け Jは 、`
「

成 22イ li 3り !29「 |に厚生労働省において、

その方針が決定され、その 9かり]後の同イli 12ノJ15114・ l^け の課

1(通如|に tkつ て、 |`え成 23年 1,11日 からの実施が指
'itさ

れノたも
のであるが、どの時点以降に受け付けた種別変更のソハ:出 につい

て 「運り1113け J を通り11すべきかについてり1“:な♯旨ンiミ がイfわ才して

いたとは認め難く、現場の裁 ≒七によって、恣意的に適用が判断

されていた疑いがある。その力i(1人|は、本来、立法によってしか

イIい得ない||キ Fiを 、運用に関する指示にtlっ て行お うとしたこ

とにあるとなえら,れ る。

(4).年金の制度及び運用への信頼崩壊の恐れノ

上記のように、違法の疑いがあり、著しく不公平・不公正を

生じる措置を、年金 lf務所等の現場に実質的に大1幅な裁量を与

える形で実行することは、被保険者側のモラルハザー ドを生じ

させ、年金の制度運り11に対する国Ltの信頼を著しく損なうこと

になりかねない。



遠い将来における年金受給のために、被保険者たる国民が長

期間にわたって保険料を納付 し続けることで成 り立ってぃる
イF金制度は、制度に対する国民の信頼なくして存立 し得ない。

その信頼そのものを崩壊 させかねない「運用 3)J^」 については、
速やかに廃 |卜 の決定を行 うべきである。

3 参考事項

なお、当委 ri会 の(1務は、各種年金に関する厚生労働省及び‖

本年金機構の事務のうち「事業の実施Jに関する J「務について調
イ凝γ子議づ

い
ることでル)り 、 イ|:金 に|;Uづ

~る
|卜Jttσ )イ|:リ ノブによ、 |ド[接白勺に

は審議■f項には含まオLな い。 しか しながる、今llilの 「運り}13け」
について、「他に 手段がない」ことをメ11111に 1[当化 しようとされて

きた経糸撃を踏まえ、他の選択肢についても議論を行った。そこで、

今後、厚イli労働省において今後とられる措置の参 るとして、当委

it会 における議論に基づき「運川 3けJの代林策 |、二ついても、 ,|:

及 しておきたい。

そ もそ も、「運川 3)ナJと い う方法が考え″)オした背景には、法改

」|:を 伴 うllWiを とることが 1本1難 との認識 も影響 していたと思料 さ

オ1ノ る。「運りlj 3明 の措「:tを とることが決定された｀
「 成 22イ 113り J

の時点におけるI可 会情勢等か らは、法改 ||:が容易に行えないとの

1認識を持ったことは、それな りにやイTを得ないlni l)ぁ った と思わ

れるが、今 ||||、 この 「運月J:3け」の|IU題が大きく報道 され、 11可 会

で も11文 り 11げ らオし、 野党tuか らも、 そσ)||ヤ置σ)不 )賄 1ィたが厳 しく♯精

摘 されノていろ現状、及び 「運り|,3)j^Jと 同様の取 り扱いが J(年 に

Iり 暗黙裏に放 riさ れていたことについての政治全体の責任に鑑

みれば、 1チ野党の協力の下に、時限立法によって、既に時効が完

成 している保険料債権について幅広 く特例納付を認めることや、

保険料未納期間を 「カラリ切問」 として保険力|1入り切間に算人するこ

とを認める等の措置をとること1)十分に検討に値する ()の と考え

られる。

当委員会 としては、国の側の対応が不十分だったために長り切間
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にわたって事実と反する年金記録が放置されていた被保険者に対

する対策が公平で適法な手続によって行われることを強く望むも

のである。

‐
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